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 先程身体障害者の方もおられましたが、子供、

高齢者、身体障害者の視点で道路標識とか、交通

インフラを造っていただきたいと思います。 

 
 時間もないので、最終的に言いたいことは理想

のイメージをまず共有化していただきたいという

ことです。やりっ放しではなくて、実績・利用頻

度を必ずフォローする。パンフレットは、作りっ

放しではなくて、きちんと誰に何時手渡したかと

いうことをちゃんとフォローしていただきたいと

いうことと、国民から直接意見を聞けるような仕

組みを考えていただきたいということです。要は

このように「交通事故をなくすんだ。」という意

気込みを持っていただきたいと思います。 
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５．意見に対する総括コメント 

1)政策研究大学院大学教授  森地 茂 

○司会 引き続きまして、森地座長及び鈴木専門委

員から、ごくごく簡単にコメントをお願いしたと

思います。 

○森地座長 大変貴重なご意見ありがとうございま

した。今日、我々だけではなくて各省庁の担当の

方も来て聞いていただいております。いくつか議

論をしなければいけないこともありますが、良く

承って可能な限り良いものは全部取り入れるよう

な方向にしたいと思います。 

 ただ一つだけ、目標をどこに設定するかという

ことについては昔からこの議論をしてまいりまし

た。この国では、「人の命は地球より重い」とい

うことで、いつも絶対起こしてはいけないという

のが目標である、そのことは正しいんですが、こ

のような言い方をして結果的に何が起こったかと

いうと、目標がはっきりしないものですから何に

向かって何をやるのかということになかなか結び

つかなかったようなことがあります。ここが欧米

系のドライな社会と全く違いまして、何％減らす

から事故はこういう確率で起こるので、その確率

を下げるために、こうやるんだというような格好

で行っているのに対して、この国はすべてゼロだ

と言っていました。 

 最近、色々な評価の話とか目標設定の話が出て

きて、評価というのは目標がないと評価出来ませ

んので、そういうところがだんだんすり寄って来

たような、こういう社会でもあります。ただ、目

標は高く掲げなければいけないというのはおっし

ゃるとおりだろうと思います。 

 もう１点だけ、私自身、実は自分の住んでいる

ところの交通事故情報をコンピュータ上に落とし

て、例えば雨の日に追突事故がどういう車で起こ

ったのかなんていうのを検索出来るようなシステ

ムを 12 年間作り続けたことがあります。何で自

分のところでやったかというと、そこへ行ってみ

ると何でそこが危ないのかということが良く分か

るからです。そのようなことも学生と全く費用を

かけないで行っていたわけですが、そんなことを

もう少し広く出来たら、「今の色々な提案に応え

ることが出来るのになあ」などと思いながら伺っ

ておりました。また、予算の限りもあることです

から、各担当の方とよく相談しながら進めたいと

思います。 

 

2)自由学園最高学部長  鈴木 春男 
〇司会 引き続きまして、鈴木専門委員、お願いい

たします。 

〇鈴木専門委員 時間が大変少ないようですので、

一言だけお話をしたいと思います。 

 先程、私は専門委員が今回３度目だと申し上げ

ましたが、中間案がまとまった段階でこのような

形で公聴会を開いたのは、今回が初めてではない

かと思っています。その意味で多くの団体や個人

からいろいろご意見をいただくチャンスをいただ

いたこと、大変重要なことだと思います。 

 先程もお話ししたように、交通安全基本計画が

本当の意味で国民一人一人の身近なものになる大

変重要なポイントだと思うんですが、こうして

色々な方々から意見をいただく機会がまず国民を

安全に向けて動機付ける第一歩になるのではない

かと思っております。いただいた意見は出来るだ

け細かに書き留めました。専門委員会議での発言

ももちろんですが、私個人的にも、ぜひそのよう

な意見をいかす方向で努力をしなければいけない

と思います。 
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６．質疑応答等 

○司会 ただいまから、最後の質疑応答の時間とし

ます。なお、御意見や御質問に対する回答につい

ては、この場に各省庁から担当の者が来ておりま

すので、答えられるものについては答えますし、

この場でちょっと答えが難しいものについては、

別途ホームページ上にて行っています意見募集

（パブリックコメント）の回答と併せて行いたい

と考えておりますのでよろしくお願いします。 

 それでは、フロアの方から、何か中間案に対し

ての質問がありますでしょうか。 

1)質問者 A 
○質問者 A 質問ということではなく、意見として

簡単に三つほど申し上げたいと思うのですが、鈴

木先生から、この交通安全基本計画の中に目標管

理を導入されるというお話を聞きましたが、私は

大変賛成でして、これが正確に導入されると、間

違いなく良い成果が上がっていくだろうと思いま

す。ただ、その際には、各階層ごとに管理項目を

どのように設定していくのかということが大変重

要になろうかと思います。 

 この中間案を見て良く分からないのが、今まで

のそれぞれの施策のレビューがどのようになって

いるのかが良く分からない。大変つらいことかも

わかりませんが、それぞれ担当されている部署が

今までどのような施策を取り、それがどう良かっ

たのか、悪かったのかということを冷静に反省す

るということが大変重要かと思います。それを確

実にしていただきたい。 

 それと、年間 7,000 人以上の人が死ぬというこ

とは、満員のジャンボジェットが毎年 20 機墜落

するということですので、これは大変な大事件だ

と思うのです。「事故」よりも「事件」に近いの

だろうという気がいたしますが、目標管理を導入

するに当たっては、体制ということが大変重要に

なろうかと思います。どんな船に乗って、何処へ

行くのか、その舵を誰が切るのかといった体制が

重要になろうかということで、そこを充実させて

いただきたいと思います。 

 何が言いたいのかと言いますと、今まで取られ

てきた施策と、何がどう変わるのかということが、

分かり易く、国民一人一人に理解できるようにし

ていただきたいと思います。 

 そのような意味では、前に座っておられる各省

庁の方で、企業活動が交通流と安全に対して大変

重要と思うので、経済産業省の方が加わって検討

していくということが重要と思います。 

 最後に、安全教育というのは体験が大事だと思

います。先程、山下さんのお話で、本当に教育が

必要な人は来ないという話がありましたが、市民

が気軽に体験を通した教育が受けられるような、

あるいは訓練が自ら進んで簡単に出来るような、

そのような施設の充実あるいはそのようなことに

対する支援の施策等が大切になってくるかと思い

ますので、この辺の充実についても、具体的に考

慮いただけたらと思います。 

2)質問者 B 
〇司会 その他にありますか。時間がないので手短

にお願いします。 

〇質問者Ｂ 目標管理、それから管理項目の細分化

と今おっしゃったんですが、大賛成です。この計

画に最も抜けているものは自主責任がどこにある

のかというのが明確に書かれていないということ

です。この計画を達成しなくても、どこも責任を

問われないのではないかというところを非常に疑

問に感じていますので、自主責任の明確化をお願

いします。 

 先程からスウェーデンのビジョンゼロの話が出

ておりますが、これはビジョンゼロではあるので

すが、スウェーデンの中ではミッションとして、

責任分担がきちんと決まって実施しようとしてい
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ます。だから、課題ごとのゼロと、日本で従来か

ら言っているようなゼロではなくて、計画として

のゼロなのです。その点を盛り込んでいただきた

いと思います。 

3)質問者 C 
〇司会 では、最後ですが、どうぞ。 

〇質問者 C 日本自動車工業会の大越さんからも若

者に対する交通安全教育という話が出てきました

が、今まで高齢者に対するものは出て来たのです

が、なかなか若者に対する交通安全教育というも

のが出て来なかったので危惧していたのですが、

このようなところに力を入れて行くということは、

ぜひ今後とも推進していただきたいと思います。 

 中間案の中にもありますが、そして自動車工業

会の方の話の中にもあったように、ハード面のみ

ならずということだったのですが、ではハード面

の方はどうなのか。実際に車の性能がどんどん良

くなって来て、特に若者の間で四輪駆動車が非常

に人気を博している。これは車高も高いですし非

常に危険です。それに加えて、カンガルーバーな

る物を付けて、普通の一般道、生活道路、そうい

うところを走っています。若者はどうしてもスピ

ードも出している。カンガルーバーのようなもの、

本当に野生のカンガルーが１匹もいない日本にお

いて、このような危険な自動車を販売するのはど

うなのか。これは国の方でも規制なり廃止なり本

当に安全を考えるのであれば、ハード面からもぜ

ひ考えていただきたいと思います。 

 それから、ハードのみならずソフトの方という

ことで、若者に対する教育ということですが、多

分、ＣＭは自動車工業会に関係すると思うのです。

若者は新聞などを読むよりはテレビを見る。そう

いう意味では、広報の媒体としてのテレビ、そう

いうものを担っている自動車メーカーが、できた

ら自主的に安全教育に対しての広報を行っていた

だきたい。現実問題とすると、自動車メーカーの

コマーシャル、これは映像から見ると非常なスピ

ードで走っていたりします。こういうものを若者

が見た場合どう思うのか。そういう面で若者に対

する教育もぜひ考えていただきたいと思います。

製薬会社ですとか、たばこの会社ですとか、消費

者金融ですとか、そういうところにはコマーシャ

ルの規制があって、安全を確保するようなものを

入れなければいけないというようなＣＭ作りにな

っております。若者に対するそういう教育面でも

ぜひお願いしたいと思います。 

〇司会 以上で質疑応答を終りたいと思います。 

 これをもちまして、第８次交通安全基本計画

（中間案）に関する公聴会を終了いたします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８次交通安全基本計画（中間案）に関する公聴会 
報告書 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 
交通安全対策担当 
〒100-8970 東京都千代田区霞が関 3-1-1 
TEL 03-5253-2111(代) 

無断転載・複製を禁ずる 
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